
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　現在、社会保険庁では、基礎年金番号に結びつかない約
5000万件の記録について、平成19年11月から名寄せ作業を
行い、その結果、皆さまの基礎年金番号の記録と結びつく
可能性のある記録が出てきた方に、12月から平成20年３月
までの間に「ねんきん特別便」を順次お送りしています。
　今回の「ねんきん特別便」は、ご本人の確認と手続きを
経て、はじめて記録が結びつくことになります。お手数を
おかけいたしますが、お手元に届いたご自身の年金記録に
記載もれや誤りがないかをご確認の上、ご回答いただきま
すようお願いいたします。
　また、記録が出てきた方以外のすべての皆さまにも、順
次「ねんきん特別便」をお送りします。発送は、年金受給
者の方々へは平成20年４月～５月の間に、現役加入者の方
々へは平成20年６月～10月の間にお送りします。

問合せ　ねんきん特別便専用ダイヤル　℡0570－058－555
　　　　新居浜社会保険事務所　℡0897－35－1300
　　　　今治社会保険事務所　　℡0898－62－6141

◆記録に訂正がない場合（年金受給者・現役加入者）
　同封の「年金加入記録照会票」にある「確認はがき」を
切り取って“訂正がない”を○で囲み、提出年月日・氏名
をご記入の上、返送してください。

◆記録に訂正がある場合
　同封の「年金加入記録照会票」に必要事項をご記入いた
だき、「確認はがき」を切り取らず“訂正がある”を○で
囲み、次の要領で手続きを行ってください。

年金受給者：「年金加入記録照会票」に年金証書を添えて
　お近くの社会保険事務所で手続きを行ってください。記
　録の確認ができ、年金額が変更となる場合は、年金額の
　改定手続きを行います。

現役加入者：「年金加入記録照会票」を同封の返信用封筒
　で返送してください。社会保険庁で記録の調査を行い、
　その結果を改めてお知らせします。
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